
（平成２４年１２月５日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認奈良地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 11 件

厚生年金関係 11 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 4 件

厚生年金関係 4 件



                      

奈良厚生年金 事案 1508 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資

格喪失日に係る記録を昭和 34 年９月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額

を１万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 34年８月 31日から同年９月１日まで 

昭和 31 年５月から平成 10 年 10 月までの期間、Ｂ社に勤務していた。

か月がしかし、厚生年金保険被保険者記録はＢ社に勤務していた途中の１

未加入期間となっている。 

継続して勤務していたので、厚生年金保険の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

Ｂ社から提出された人事台帳、申立人のＢ社における雇用保険被保険者記

録及び同僚の証言から、申立人がＢ社に継続して勤務していたことが認めら

れる。 

また、Ｂ社は、申立期間も申立人の給与から厚生年金保険料を控除してい

たと思うとしている。 

なお、Ａ社Ｃ営業所は昭和 34 年９月１日に厚生年金保険の適用事業所とな

っているところ、同僚の証言から、同日より前の期間についての社会保険事

務はＡ社本社において一括管理されていたと考えられることから、申立人の

Ａ社本社における資格喪失日を同日とすることが相当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における健康保

険厚生年金保険被保険者名簿の昭和 34 年７月の記録から１万円とすることが

妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行について、事業

  



                      

  

主は、保険料を納付したか否かについては不明としているが、事業主が資格

喪失日を昭和 34 年９月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所（当

時）がこれを同年８月 31 日と記録することは考え難いことから、事業主が同

日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同

年８月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入

の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は

保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険

料を納付する義務を履行していないと認められる。



                      

  

奈良厚生年金 事案 1509  

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記

録を昭和 45 年５月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を４万 8,000 円と

することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 45年４月１日から同年５月１日まで 

昭和 43 年７月から 56 年８月までの期間、継続して勤務していた。厚生

年金保険の記録ではＡ社からＢ社に社名が変わり、その時期に被保険者記

録が１か月未加入期間となっているが、途中で退職することなく勤務して

いたので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

申立人の雇用保険被保険者記録、Ａ社の事業主の妻及び複数の同僚の証言

から、申立人は申立期間においてＡ社に継続して勤務していたことが認めら

れる。 

また、事業主の妻は、「申立人は継続して勤務していたので、申立期間に

ついても給与から厚生年金保険料を控除していたと思う。」と供述している。

なお、Ｂ社は昭和 45 年５月１日に厚生年金保険の適用事業所となっている

ことから、申立人のＡ社における資格喪失日は、Ｂ社における資格取得日と

同日の同年５月１日とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における健康保

険厚生年金保険被保険者原票の昭和 45 年３月の記録から４万 8,000 円とする

ことが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主の妻は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は

 



                      

  

見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。  

 また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所（当

時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺

事情が見当たらないことから、行ったとは認められない。



                      

奈良厚生年金 事案 1510  

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記

録を昭和 45 年５月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万 4,000 円と

することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 45年４月１日から同年５月１日まで 

昭和 39 年３月から 49 年 10 月までの期間、Ａ社及びＢ社に退職するこ

となく継続して勤務していた。しかし、厚生年金保険被保険者記録では、

途中の１か月に未加入期間がある。継続して勤務していたので、記録を訂

正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

申立人の雇用保険被保険者記録、Ａ社の複数の同僚の証言から、申立人は

申立期間においてＡ社に継続して勤務していたことが認められる。 

また、Ａ社の事業主の妻は、「申立期間当時、当社は休業しておらず、従

業員も継続して勤務していたので、従業員の給与から厚生年金保険料を控除

していたと思う。」旨供述している。 

なお、Ｂ社は昭和 45 年５月１日に厚生年金保険の適用事業所となっている

ことから、申立人のＡ社における資格喪失日は、Ｂ社における資格取得日と

同日の同年５月１日とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における健康保

険厚生年金保険被保険者原票の昭和 45 年３月の記録から２万 4,000 円とする

ことが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主の妻は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は

  



                      

見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。  

 また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所（当

時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺

事情が見当たらないことから、行ったとは認められない。

  



                      

  

奈良厚生年金 事案 1511  

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記

録を昭和 45 年５月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万 8,000 円と

することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 45年４月１日から同年５月１日まで 

昭和 44 年３月にＡ社に入社し、48 年２月まで継続して勤務したが、厚

生年金保険被保険者記録に途中の１か月未加入期間がある。申立期間前後

で社名がＢ社に変更となっているが、当時そのようなことは知らなかった。

勤務場所も変わらず、継続して勤務していたので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

申立人の雇用保険被保険者記録、Ａ社の同僚の証言から、申立人は申立期

間においてＡ社に継続して勤務していたことが認められる。 

また、Ａ社の事業主の妻は、「申立期間当時、当社は休業しておらず、従

業員も継続して勤務していたので、従業員の給与から厚生年金保険料を控除

していたと思う。」旨供述している。 

なお、Ｂ社は昭和 45 年５月１日に厚生年金保険の適用事業所となっている

ことから、申立人のＡ社における資格喪失日は、Ｂ社における資格取得日と

同日の同年５月１日とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における健康保

険厚生年金保険被保険者原票の昭和 45 年３月の記録から１万 8,000 円とする

ことが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主の妻は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は



                      

  

見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。  

 また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所（当

時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺

事情が見当たらないことから、行ったとは認められない。



                      

  

奈良厚生年金 事案 1512 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、平成 17 年 12 月 27 日の厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められることから、申立人のＡ社における当該期間

の標準賞与額に係る記録を８万 3,000円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

   

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 17年 12月 27日 

Ａ社に勤務していた期間のうち平成 17 年 12 月に間違いなく賞与が支給

されていたのに厚生年金保険の記録が無いので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が保管する賃金台帳により、申立人は、申立期間において賞与が支給

され、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されてい

たことが認められる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に

基づき、標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給

付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申

立人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であることから、これ

らの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間に係る標準賞与額については、賃金台帳で確認でき

る厚生年金保険料控除額から８万 3,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の

履行について、事業主は、申立期間に係る健康保険厚生年金保険被保険者賞

与支払届を社会保険事務所（当時）に提出していないと回答していることか

ら、社会保険事務所は、申立期間の標準賞与額に基づく厚生年金保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係る厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。



                      

奈良厚生年金 事案 1513 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、平成 15 年 12 月 26 日及び 17 年 12 月 27 日の厚生年金保険料を

事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立人の

Ａ社における当該期間の標準賞与額に係る記録を 15 年 12 月 26 日は５万

4,000円、17年 12月 27日は５万 3,000円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

   

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 15年 12月 26日 

             ② 平成 17年 12月 27日 

Ａ社に勤務していた期間のうち平成 15 年 12 月及び 17 年 12 月に間違い

なく賞与が支給されていたのに厚生年金保険の記録が無いので、記録を訂

正してほしい。 
 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が保管する賃金台帳により、申立人は、申立期間①及び②において賞

与が支給され、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除

されていたことが認められる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に

基づき、標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給

付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申

立人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であることから、これ

らの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間に係る標準賞与額については、賃金台帳で確認でき

る厚生年金保険料控除額から、平成 15 年 12 月 26 日は５万 4,000 円、17 年

12月 27日は５万 3,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の

履行について、事業主は、申立期間に係る健康保険厚生年金保険被保険者賞

与支払届を社会保険事務所（当時）に提出していないと回答していることか

ら、社会保険事務所は、申立期間の標準賞与額に基づく厚生年金保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係る厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。

  



                      

  

奈良厚生年金 事案 1514 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、平成 15 年 12 月 26 日の厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められることから、申立人のＡ社における当該期間

の標準賞与額に係る記録を６万 9,000円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

   

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 15年 12月 26日 

Ａ社に勤務していた期間のうち平成 15 年 12 月に間違いなく賞与が支給

されていたのに厚生年金保険の記録が無いので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が保管する賃金台帳により、申立人は、申立期間において賞与が支給

され、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されてい

たことが認められる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に

基づき、標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給

付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申

立人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であることから、これ

らの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間に係る標準賞与額については、賃金台帳で確認でき

る厚生年金保険料控除額から、６万 9,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の

履行について、事業主は、申立期間に係る健康保険厚生年金保険被保険者賞

与支払届を社会保険事務所（当時）に提出していないと回答していることか

ら、社会保険事務所は、申立期間の標準賞与額に基づく厚生年金保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係る厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。



                      

奈良厚生年金 事案 1515 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、平成 15 年 12 月 26 日及び 17 年 12 月 27 日の厚生年金保険料を

事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立人の

Ａ社における当該期間の標準賞与額に係る記録を 15 年 12 月 26 日は８万

1,000円、17年 12月 27日は７万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

   

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 15年 12月 26日 

             ② 平成 17年 12月 27日 

Ａ社に勤務していた期間のうち平成 15 年 12 月及び 17 年 12 月に間違い

なく賞与が支給されていたのに厚生年金保険の記録が無いので、記録を訂

正してほしい。 
 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が保管する賃金台帳により、申立人は、申立期間①及び②において賞

与が支給され、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除

されていたことが認められる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に

基づき、標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給

付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申

立人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であることから、これ

らの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間に係る標準賞与額については、賃金台帳で確認でき

る厚生年金保険料控除額から、平成 15 年 12 月 26 日は８万 1,000 円、17 年

12月 27日は７万円とすることが妥当である。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の

履行について、事業主は、申立期間に係る健康保険厚生年金保険被保険者賞

与支払届を社会保険事務所（当時）に提出していないと回答していることか

ら、社会保険事務所は、申立期間の標準賞与額に基づく厚生年金保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係る厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。

  



                      

奈良厚生年金 事案 1516 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、平成 17 年 12 月 27 日の厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められることから、申立人のＡ社における当該期間

の標準賞与額に係る記録を 12万 4,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

   

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 51年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 17年 12月 27日 

Ａ社に勤務していた期間のうち平成 17 年 12 月に間違いなく賞与が支給

されていたのに厚生年金保険の記録が無いので、記録を訂正してほしい。 

        

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が保管する賃金台帳により、申立人は、申立期間において賞与が支給

され、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されてい

たことが認められる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に

基づき、標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給

付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申

立人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であることから、これ

らの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間に係る標準賞与額については、賃金台帳により確認

できる厚生年金保険料控除額から、12万 4,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の

履行について、事業主は、申立期間に係る健康保険厚生年金保険被保険者賞

与支払届を社会保険事務所（当時）に提出していないと回答していることか

ら、社会保険事務所は、申立期間の標準賞与額に基づく厚生年金保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係る厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。

  



                      

  

奈良厚生年金 事案 1517 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、平成 15 年 12 月 26 日及び 17 年 12 月 27 日の厚生年金保険料を

事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立人の

Ａ社における当該期間の標準賞与額に係る記録を 15 年 12 月 26 日は８万

9,000円、17年 12月 27日は８万 7,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

   

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 15年 12月 26日 

             ② 平成 17年 12月 27日 

Ａ社に勤務していた期間のうち平成 15 年 12 月及び 17 年 12 月に間違い

なく賞与が支給されていたのに厚生年金保険の記録が無いので、記録を訂

正してほしい。 
        

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が保管する賃金台帳により、申立人は、申立期間①及び②において賞

与が支給され、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除

されていたことが認められる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に

基づき、標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給

付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申

立人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であることから、これ

らの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間に係る標準賞与額については、賃金台帳により確認

できる厚生年金保険料控除額から、平成 15年 12月 26日は８万 9,000円、17

年 12月 27日は８万 7,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の

履行について、事業主は、申立期間に係る健康保険厚生年金保険被保険者賞

与支払届を社会保険事務所（当時）に提出していないと回答していることか

ら、社会保険事務所は、申立期間の標準賞与額に基づく厚生年金保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係る厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。



 

奈良厚生年金 事案 1518 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、平成 15 年 12 月 26 日及び 17 年 12 月 27 日の厚生年金保険料を

事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立人の

Ａ社における当該期間の標準賞与額に係る記録を 15 年 12 月 26 日は８万

9,000円、17年 12月 27日は８万 7,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

   

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 15年 12月 26日 

             ② 平成 17年 12月 27日 

Ａ社に勤務していた期間のうち平成 15 年 12 月及び 17 年 12 月に間違い

なく賞与が支給されていたのに厚生年金保険の記録が無いので、記録を訂

正してほしい。 
        

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が保管する賃金台帳により、申立人は、申立期間①及び②において賞

与が支給され、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除

されていたことが認められる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に

基づき、標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給

付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申

立人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であることから、これ

らの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間に係る標準賞与額については、賃金台帳により確認

できる厚生年金保険料控除額から、平成 15年 12月 26日は８万 9,000円、17

年 12月 27日は８万 7,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の

履行について、事業主は、申立期間に係る健康保険厚生年金保険被保険者賞

与支払届を社会保険事務所（当時）に提出していないと回答していることか

ら、社会保険事務所は、申立期間の標準賞与額に基づく厚生年金保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係る厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



奈良厚生年金 事案 1519 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 19年４月１日 から 20年８月 15日まで 

Ａ事業所のＢ船に乗船した。年金事務所に期間照会を行ったが、Ａ事業

所及びＢ船について、適用事業所及び適用船舶としての記録は見当たらな

いと回答があった。同船は、現在、Ｃ県Ｄ漁港の防波堤として再利用され

ていることから船舶が実在したことは間違いない。申立期間について船員

保険の記録として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ事業所又はＢ船に勤務していた期間について、旧令共済組合

員期間に係る履歴申立書を提出したものの旧令共済組合員期間でない旨回答

があったことから船員保険の被保険者であったとして申し立てているところ、

防衛省が保管する資料により、Ｅ船が昭和 20 年４月に竣工されＡ事業所にお

いて輸送船として運行されていたことが確認できる。 

しかし、船員保険の戦時加算該当船舶名簿により、Ｅ船の船舶所有者がＦ

社であったこと、及び加算区域航行期間は昭和 20 年９月４日から 21 年３月

31 日までであることが確認でき、Ａ事業所又はＥ船が、申立期間において船

員保険の適用船舶であったことを確認することができない。 

また、Ｅ船の船舶所有者であったＦ社の後継事業所であるＧ社は、「申立

期間当時の船員保険に関する資料は保管していない。」と回答している。 

さらに、申立人が記憶している船長及び同僚は既に死亡している上、Ｅ船

が船員保険の適用となった昭和 20 年９月以降の船員保険被保険者名簿に氏名

が記載されている同僚にも照会したが回答を得ることができず、申立期間当

時の状況を確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間に係る船員保険料の控除を確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が船員保険被保険者として、申立期間に係る船員保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを認めることはできない。



奈良厚生年金 事案 1520 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成７年 10月１日から 11年 10月１日まで 

    申立期間における報酬月額と厚生年金保険の標準報酬月額が相違してい

る。申立期間の一部の給与明細書及び源泉徴収票を提出するので調査して

ほしい。 

      

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚

生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例

法」という。）に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額

及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であること

から、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

申立期間のうち、平成 11 年１月から同年９月までの期間について、申立

人から提出された同年２月から同年 10 月までの給与明細書及び同年分給与

所得の源泉徴収票により、申立人は当該期間において、オンライン記録の標

準報酬月額を超える報酬月額を得ていたことが確認できる。 

 しかし、上記給与明細書の厚生年金保険料控除額を基に算定した標準報酬

月額は、オンライン記録の標準報酬月額の記録と一致している上、平成 11

年分源泉徴収票の社会保険料額は、オンライン記録の標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料控除額及び健康保険料控除額並びに報酬月額に見合う雇用保

険料控除額を合算した額とおおむね等しいことから、特例法による保険給付

の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

また、申立期間のうち、平成７年 10 月から 10 年 12 月までの期間につい

て、申立人は、当該期間の給与明細書を提出していないことから、申立人が



主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料が給与から控除されていたこ

とを確認することができない上、オンライン記録によると、申立人の標準報

酬月額が遡及して訂正された形跡は無い。 

さらに、Ａ社は、既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっている上、

申立期間当時、経理及び給与計算を行っていたとする同社の事業主の妻は、

申立期間当時の資料は保管していないため当時の状況は不明である旨回答し

ていることから、申立人の当該期間における報酬月額及び厚生年金保険料の

控除額について確認することができない。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除

について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。



奈良厚生年金 事案 1521 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 33年３月 23日から 36年３月頃まで 

21 歳頃からＡ施設にＢ業務として勤務した。Ｃの命令を書面にして配っ

たりしていた。また、事故などの非常時には消防救助活動にも関わってい

た。 

Ｄ事業所における厚生年金保険被保険者資格の喪失日は昭和 33 年３月

23日となっているが、その後３年間ほど、Ａ施設に勤めていた。 

Ｄ事業所又はＥ事業所に勤務していたにもかかわらず、厚生年金保険の

被保険者記録が無いのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ｄ事業所における厚生年金保険被保険者資格の喪失日は昭和33

年３月23日となっているが、その後３年間ほど、Ａ施設に勤務していたと主

張している。 

しかしながら、Ｆ県が保管している申立人に係るＤ事業所の在籍記録によ

ると、昭和31年７月６日に採用され、33年３月22日に離職していることが確

認でき、当該在籍記録は、申立人の同事業所における厚生年金保険被保険者

記録と一致する（厚生年金保険では退職日の翌日が資格喪失日となる。）。 

また、Ａ施設を退職した時期について、申立人は、「Ａ施設のＧが撤退し、

日本政府に返還されることになった。私は既に仕事をしていたので、同施設

が日本政府に返還される前に退職した。」と供述しているところ、Ｈ省（当

時、Ｉ省）Ｊ局が作成した同施設の沿革によると、「昭和33年３月、ＧはＡ

施設から全面撤退し、Ｉ省に返還。」と記録されている上、申立人のＤ事業

所における厚生年金保険被保険者資格喪失日は同年３月23日となっているこ

とから、申立人の供述と符合する。 



さらに、申立人はＡ施設でＢ業務をしていたとしているところ、同施設に

Ｋ業務として勤務した同僚は、「申立人はＢ業務としてＡ施設に勤務してい

た。昭和33年３月にＧが同施設を閉鎖撤退するとき、申立人は我々と一緒に

退職した。」と証言している上、同施設に勤務していた複数の同僚は、「昭

和33年３月のＡ施設Ｇ閉鎖撤退及び日本政府への返還に伴い、日本人従業員

が解雇された。」と証言している。 

加えて、上記Ｋ業務として勤務した同僚は、「私は昭和33年４月にＩ省に

採用され、引き続きＡ施設（Ｌ施設）に勤務していたが、同年４月以降、申

立人は勤務していない。」と証言している。 

また、オンライン記録によると、Ｄ事業所は昭和33年12月１日に、Ｅ事業

所は同年２月22日に、それぞれ厚生年金保険の適用事業所ではなくなってい

ることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除をうかがわせ

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。
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第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 39年１月５日から 41年３月１日まで 

Ａ社（正式名称は、Ｂ社）に勤務したことは間違いないにもかかわら 

ず、厚生年金保険の被保険者記録が無い。調査して記録を訂正してほし 

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社の後継事業所であるＣ社における申立人の雇用保険被保険者記録によ

り、申立期間の一部期間について、申立人がＢ社に勤務していたことが確認

できる。 

しかしながら、オンライン記録によると、Ｂ社が厚生年金保険の適用事業

所となったのは昭和 41 年 11 月１日であり、申立期間当時、適用事業所でな

かったことが確認できる。 

また、Ｂ社が厚生年金保険の適用事業所となった昭和 41 年 11 月１日に被

保険者資格を取得した同僚は、「厚生年金保険の資格を取得する前から勤務

していたが、資格取得前は厚生年金保険料を控除されていなかったと思

う。」と証言している。 

さらに、Ｂ社の元取締役に照会したが、申立期間当時の申立人に係る関係

資料は無く事務担当者は不明である旨回答している上、後継事業所であるＣ

社は平成 18 年８月９日に解散していることから、申立人の勤務実態及び社会

保険料控除について確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除をうかがわせ

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 




